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授産商品販売促進事業委託募集要項 
 

１ 趣旨 

授産商品販売促進事業について、事業者に業務委託するにあたり、その事業者を公募型プロポ

ーザルにより選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 事業目的 

障害者就労施設において生産される授産商品の販売会を開催するとともに、商品力や販売力の

強化に関する研修会等を実施することにより、授産商品の品質及び認知度を高め、今後の販売拡

大につなげることで障害のある人の工賃向上を図る。 

 

３ 事業内容 

  授産商品販売促進事業委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

４ 契約期間 

契約締結日から平成３１年３月２０日まで 

 

５ 委託料 

委託金額の上限は３，０００千円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

 

６ 公募に参加する者に必要な資格 

本事業の受託者募集に参加できる者は、事業の目的を十分に理解し、事業を円滑に遂行でき、

かつ、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（２）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置の期間中

でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更正事件」と

いう。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」とい

う。）第３０条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされ

ていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更正事件に係る旧法に

基づく更生手続き開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなか

った者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（４）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条による廃

止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをし

ていない者であること。 

（５）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしてい

ない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を
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受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てを

しなかった者又は申立てがされなかったものとみなす。 

（６）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その

他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並

びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

（７）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していないこと。 

（８）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 

（９）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若

しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 

（10）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

７ 担当部局 

奈良県福祉医療部障害福祉課 障害者雇用促進係 

〒630-8501 奈良市登大路町30番地 

TEL：0742-27-8514  FAX：0742-22-1814  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.pref.nara.jp/item/136212.htm  

 

８ 参加申込書の提出 

公募型プロポーザルに参加を希望する者は、参加申込書を提出すること。 

なお、責任の所在を明確にする観点から、共同提案は受け付けない。 

（１）参加申込書の提出書類 

参加申込書（様式１） 

※法人の概要及び業務実績がわかる資料を併せて提出すること。      

（２）提出期限 

平成３０年４月１３日（金）午後５時まで 

（３）提出先  ７の担当部局に同じ 

（４）提出方法 

持参または郵送 

※持参の場合の受付は午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）とし、奈良県

の休日を定める条例（平成元年３月３１日奈良県条例３２号）第１条に規定する県の休日

（以下「県の休日」という。）を除く。郵送の場合は簡易書留等受け渡しが確実な方法によ

るものとし、提出期限必着。 

（５）提出部数 

各１部 

（６）参加資格の適否の通知 
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参加申込書の内容を確認後、参加申込書提出者には参加資格の適格又は不適格の通知を行う。

適格の通知があった者は、提案書を提出すること。 

 

９ 提案書等の提出 

（１）提出書類 

提案書は様式２（正・副）を使用すること。 

企画提案の内容については、以下の①から⑦までを踏まえて具体的に記載すること。 

① 本事業に係る実施方針 

本事業の目的や仕様を踏まえ、本事業の目的を達成するための実施方針を記載すること。 

② 授産商品販売会開催運営業務 

ア  出店施設の募集・選定 

出店施設の募集・選定方法、出店施設へのアドバイス、事前説明会について具体的に

記載すること。 

イ 販売会の広報 

販売会の周知、販売促進に向けた広報の方法について具体的に記載すること。 

ウ 集客イベントの企画開催 

授産商品の認知度向上につながるような集客イベントの企画内容について具体的に記

載すること。 

エ 販売会当日の開催運営 

  販売会の設備・設営、当日の運営方針について具体的に記載すること。 

③ 商品力・販売力強化に向けた研修会等の開催業務 

    ア 研修会の開催 

各講義の名称、時間、講義内容、講師候補、講義スケジュールを具体的に記載するこ

と。研修開催会場については、会場名、所在地、収容人数、受講者の利便性への配慮に

ついて記載すること。 

イ  商品アドバイス会の開催 

内容、時間、講師候補を具体的に記載すること。アドバイス会開催会場については、

会場名、所在地、収容人数、参加者の利便性への配慮について記載すること。 

④ 実施体制 

本事業の統括責任者、販売会及び研修会等開催業務の担当者の氏名と実施体制図を記

載すること。 

⑤ 実施スケジュール 

     本事業の実施スケジュールについて、具体的かつ詳細に記載すること。 

     販売会の開催については、出店施設の募集・決定時期や販売会開催会場との打合せ、説

明会の開催時期等を記載すること。 

     研修会等の開催については、研修会等の講師、開催場所、資料作成に係る調整や決定の

時期、参加者の募集開始時期と募集期間、開催時期等を記載すること。 

⑥ 業務実績 

     平成２５年度から２９年度までの過去５年間において、県内において複数の事業所の授
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産商品の販売会や商談会、障害者就労施設の職員を対象とした研修会を実施した実績を記

載すること。 

⑦ 経費見積書 

本事業の経費とその内訳を記載し、「一式」計上はしないこと。          

※販売会場の借り上げ及び使用申請は県が行うので、販売会開催場所の借上げ料は計上

しないこと。ただし、イオンモール橿原で販売会を実施するのに必要な臨時警備員の

配置費用３４千円（1,700 円×10 時間×2日間）は計上すること。 

（２）提出期限  

平成３０年４月２４日（火）午後５時必着 

（３）提出先 

７の担当部局に同じ 

（４）提出方法 

持参または郵送 

※持参の場合の受付は午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）とし、県の休

日を除く。郵送の場合は簡易書留等受け渡しが確実な方法によるものとし、提出期限必着。 

（５）提出部数 

提案書（様式２）及び添付資料  正１部 副５部 

   ※副５部については、事業所名など参加者を特定できる記載及び用紙の使用を行わないこと。 

 

10 質問の受付及び回答 

（１）質問受付期限 

   平成３０年４月１０日（火）午後５時必着 

（２）質問方法 

提案に係る質問がある場合は「７ 担当部局」までＦＡＸ又は、奈良県障害福祉課ホームペー

ジの下部にある「障害福祉課へのお問い合わせフォーム」にて質問を提出し、電話にて受信確

認を行うこと（様式任意。法人名、代表者名、メールアドレス及び電話番号を記載すること。）。

なお、審査の内容に関係しない軽易な質問を除き、電話又は口頭による質問は受け付けない。 

（３）質問に対する回答 

各者からの質問は、公正な競争を妨げる質問を除き、すべてまとめて平成３０年４月１２日

（木）までに奈良県障害福祉課ホームページに掲載する（質問者の名称は非掲載）。 

 

11 プレゼンテーション 

授産商品販売促進事業委託事業者選定審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、提

案書に係るプレゼンテーションを実施予定。プレゼンテーションは以下を予定しているが、詳細

については提案書提出者に別途通知する。 

実施日：平成３０年４月２７日（金） 

場 所：奈良県庁内会議室 

時 間：プレゼンテーション１０分、質疑応答１０分 

参加者：２名以内 
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12 最優秀提案者の特定と通知 

（１）特定について 

提案書は、奈良県が設置する審査委員会において審査を行い、各委員の合計得点の総計が満

点の６割以上の者のうち最も高い得点を獲得した者で、かつ、審査委員会の合議により認めら

れた者を最優秀提案者として特定する。 

提案者が１者の場合は、各委員の合計得点が満点の６割以上で、かつ審査委員会の合議によ

り認められた者を最優秀提案者として特定する。 

（２）審査基準 

審査は、審査委員会において、別記審査基準に基づき、公正に実施する。 

（３）審査結果 

提案書提出者には、平成３０年５月１日（火）を目途に、書面により通知する。 

なお、審査結果に対して、異議を申し立てることはできない。 

 

13 事業委託契約の締結 

審査の結果、特定された最優秀提案者を受託者として、奈良県契約規則に基づき、双方協議の

うえ、速やかに事業委託契約を締結する。 

 

14 契約保証金 

  契約保証金は奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１９条に定めるところ

による。 

 

15 契約の不締結 

  最優秀提案者特定後、契約締結までの間に、最優秀提案者について次のいずれかに該当する事

由があると認められるときは、契約を締結しないものとする。 

（１）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その

他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並

びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与しているとき。 

（３）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若し

くは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（６）県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下

「下請契約等」という。）に当たり、その相手方が上記（１）から（５）までのいずれかに該当
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することを知りながら当該者と契約を締結したとき。 

（７）下請契約等に当たり上記（１）から（５）までのいずれかに該当する者をその相手方として

いた場合（上記（６）に該当する場合を除く。）において、契約担当者が契約の相手方に対して

当該下請契約等の解除を求め契約の相手方がこれに従わなかったとき。 

（８）県が発注する物品購入等の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受

けたにも関わらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せずまたは警察に届けなかったとき。 

 

16 契約の解除 

契約締結後であっても、次のいずれかに該当する事由があると認められるときは、契約を解除

することがある。また、契約が解除された場合は、受託者は契約金額の１００分の１０に相当す

る額（契約保証金の一部を納付しているときはその額から当該納付している額を控除した額）を

損害賠償金として納付しなければならない。 

（１）契約者について１５の（１）から（８）までのいずれかに該当する事由があると認められる

とき。 

（２）本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」という。）

に当たって、その相手方が１５の（１）から（８）までのいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したとき。 

（３）本契約に係る下請契約等に当たって、１５の（１）から（８）までのいずれかに該当する者

をその相手方としていた場合（（２）に該当する場合を除く。）において、奈良県が奈良県との

契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、それに従わなかったとき。 

（４）本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞

なくその旨を本県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

（５）正当な理由なく、契約に定める義務を履行しないとき。 

（６）受託者の責めに帰する理由により、委託期間内に業務を完了する見込がないことが明らかに

なったと認めるとき。 

（７）受託者に本業務への参加資格がないことが判明したとき。 

（８）提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

 

17 その他 

（１）本公募に関して要した費用は、参加者の負担とする。 

（２）特定された提案者の書類は返却しない。しかし、特定されなかった提案者の企画提案書は返却す

るものとする。 

（３）参加申込書の提出後、契約締結までの手続き期間中に次のいずれかに該当することが判明した場合

は、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。また、該当する者が受託者として特定

されている場合は、次の順位の者と手続きを行う。ただし、その場合も各委員の合計得点の総計が満

点の６割以上であることとする。 

  ① ６の参加資格に定めた資格が備わっていないとき。 

  ② 複数の提案書等の提出があったとき。 

  ③ 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、県が定める期日
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までにその補正に応じないとき。 

  ④ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

  ⑤ 提案書等の受付期限までに所定の書類が揃わなかったとき。 

  ⑥ その他不正な行為があったとき。 

（４）提出された提案書等は、複製、活用を行う場合がある。 

（５）選定結果として提案書等を提出した者の名称、審査結果概要及び提案書等の情報開示を行う場合が

ある。 

（６）委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、奈良県障害福祉課の指示に従うこと。 

（７）委託期間中において、委託業務の中間報告を求めたときは、速やかに報告すること。 

（８）事業実施による成果物の一切の著作権については委託者である奈良県に帰属するものとする。 

（９）その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに奈

良県個人情報保護条例、奈良県会計規則及びその他の奈良県が制定する関係条例、規則等に従

うものとする。 
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（別記） 

授産商品販売促進事業委託審査基準 

 

審査項目 評価基準 配点 

実施方針 本事業の目的や仕様を理解して、本事業の目的を達成する上

で有効な実施方針となっているか。 

5 

販売会 

開催運営 

出店施設の募

集・選定 

出店施設の募集・選定方法、出店施設へのアドバイスについ

て、具体的に記載されており、内容が適切であるか。 

5 

広報 販売会の広報の方法について、具体的に記載されており、内

容が適切で、効果的であるか。 

5 

 

集客イベント

の企画開催 

集客イベントの企画について、具体的に記載されており、内

容が適切であるか。 

販売促進につながるイベントの企画であるか。 

10 

 

販売会当日の

開催運営 

販売会の設備・設営、当日の運営について、具体的に記載さ

れており、内容が適切であるか。 

5 

 

研修会等

開催 

研修会内容 講義時間や講義内容が適切かつ効果的なものとなっている

か。 

講師候補として講義内容に見合った専門家が選ばれており、

その講義内容を適切に遂行することが期待されるか。 

5 

アドバイス会

内容 

講師候補として講義内容に見合った専門家が選ばれており、

その講義内容を適切に遂行することが期待される実績を有し

ているか。 

5 

 

会場設定 会場規模が適切であり、受講者の利便性を配慮した会場設定

となっているか。 

5 

実施体制 提案内容を的確に実施できる体制となっているか。 5 

 

実施スケジュール 具体的かつ実現可能な内容となっているか。 5 

 

業務実績 

 

本事業の適切な遂行が期待できる業務実績を有しているか。 10 

経費見積 

 

提案内容に沿った効率的な積算になっているか。 5 

合     計 70 

 


